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製材工場等においては、三重県の平成 13 年度木材産業データベース作成事業のアンケー

ト結果によると、年間約 35.8 万ｍ３の端材が排出されており、そのうち約 8割が販売や引

き取りにより、堆肥や燃料、製紙用パルプ等に再生利用されており、約４％が自社工場で

の焼却処理されています。 

 

・性 状 

建築廃材については釘やビニール、プラスチック等の異物が混入している場合が多く、

再生化にあたっては前処理の分別作業に注意が必要となります。また、有害物質を含む防

腐剤や塗料が塗布されている場合があります。 

製材工場等から排出する製材くずは、樹皮やおがくず、端材等があり、形態は一定では

ありません。 
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③ 燃料化 

木質バイオマスを熱化学的に変換しエネルギーを得る方法として、原料をチップ化し、燃

料として利用する直接燃焼と圧縮等の前処理を行った固形燃料（ペレット）化が挙げられま

す。 

直接燃焼は、廃棄物の焼却処理やボイラー等に広く用いられている方法です。また、木く

ずを直接燃焼する燃焼炉の歴史は長く、既に成熟した技術であり、近年は熱効率の向上等に

向けた技術改良が続けられています。 

固形燃料は木くずやチップに比べてエネルギー密度が高いため、燃焼が安定し、ボイラー

やストーブ等に利用されています。 

 

④ その他 

現在、一部の製材工場から排出される廃材や建築廃材等については、チップ化されてマル

チング材や製紙原料、木質ボード、家畜の敷き材等に利用されています。 

また、木質バイオマスからエタノールを製造する技術について開発が進められており、得

られたバイオマスエタノールは再生燃料として自動車燃料、ボイラー燃料等に混合利用する

方法が検討されています。特に自動車燃料に関しては「揮発油等の品質の確保等に関する法

律（品確法）」の改正（平成 15 年 8 月）により、3％までエタノール混合が認められるなど、

本格運用に向けた法整備も進められています。 
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表 5-1(2) 木くずのリサイクル方法の比較 

項 目 炭 化 堆肥化 燃料化 

市場性 利用用途は広いが、輸入木

材からできた木炭との価

格競争となり、今後の製品

開発や処理工程の効率化

等の動向による 

堆肥化の副資材として有

用である 

ペレットストーブ等の小

規模なものから大型ボイ

ラー等の大規模な利用用

途がある 

利用者との連携 安定した需要先を確保す

るため、建築業や農家等と

の連携が必要である 

安定した需要先を確保す

るため、農家等との連携が

必要である 

木質ボイラー等の設備が

必要で地場産業との連携

を図ることが効率的であ

る 

その他 特になし 主に製材業者から排出さ

れる樹皮、おがくず等の利

用されにくい部分を用い

ることができる 

発酵に伴う臭気の発生等

の配慮が必要である 

特になし 
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